
令和４年（２０２２年）1 月 21 日

都 市 計 画 審 議 会 資 料

まちづくり推進部まちづくり事業課

弥生町三丁目周辺地区地区計画の案について

１ 変更経緯

弥生町三丁目周辺地区は、木造住宅が密集し災害時の危険性が高いことから、東京都防災都

市づくり推進計画において早期改善が必要とされる「重点整備地域」に位置づけられ、また、特に

重点的かつ集中的に改善を図る地区として「不燃化特区」にも指定されている。

中野区では平成 24 年に地域住民と「弥生町三丁目周辺地区まちづくりの会（平成 26 年に弥

生町三丁目周辺地区まちづくり協議会に改組）」を立ち上げ、地域住民への説明会や意見交換会

等を重ね、地域と協働で防災まちづくりを推進してきている。

今般、平成31年に都営川島町アパート跡地に先行導入した「弥生町三丁目地区地区計画」を変

更し、弥生町三丁目周辺地区全域に拡大する「弥生町三丁目周辺地区地区計画の案」を作成した。

２ 都市計画の案

l 別紙（総括図、計画書、計画図）のとおり

３ 弥生町三丁目周辺地区地区計画の案の概要

l 補助資料のとおり

４ 今後のスケジュール

l 令和4年2月 地区計画の案の公告・縦覧

l 令和4年4月 中野区都市計画審議会（諮問）

l 令和4年上半期 地区計画の都市計画決定及び告示

以 上



中野区弥生町一丁目、弥生町二丁目、
弥生町三丁目及び弥生町四丁目各地内

東京都市計画地区計画
〔中野区決定〕総括図
弥生町三丁目周辺地区地区計画

東京都市計画地区計画　弥生町三丁目周辺地区地区計画

別 紙
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東京都市計画地区計画の決定（中野区決定）

都市計画弥生町三丁目地区地区計画を次のように変更する。

名 称 弥生町三丁目周辺地区地区計画

位 置※ 中野区弥生町一丁目、弥生町二丁目、弥生町三丁目及び弥生町四丁目の各地内

面 積※ 約 21.5ha

地区計画の目標

弥生町三丁目周辺地区は、中野区の南端に位置し、中野新橋駅に近く都心への利便性が高い住宅地として発展してきた。戸建て住

宅と木造アパートが混在した高密度な街区が多く、道路や公園等の都市基盤も脆弱なため、「中野区都市計画マスタープラン（平成

２１年４月改定）」においては、災害時の延焼拡大や建物倒壊の危険性が高い地域として、狭あい道路の拡幅、建築物の不燃化・耐

震化を図りながら、防災まちづくりを進めるとしている。また、東京都の「防災都市づくり推進計画（令和３年３月改定）」では重

点整備地域に指定されており、あわせて、木造密集市街地の防災性向上と居住環境の改善を目的とした東京都不燃化推進特定整備地

区にも指定されている。

本計画は、避難道路ネットワーク等の整備や、老朽建築物の建て替え等による不燃化を促進し、災害に強く安全で誰もが安心して

快適に住み続けられるまちの実現を目標とする。

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

土地利用の方針

広域的な都市計画道路である補助６２号（方南通り）及び補助６３号（本郷通り）の沿道では、延焼遮断帯としての機能を強化す

るため、建築物の不燃化を促進するとともに、土地の高度利用を図る。また、広域避難場所としての東京大学教育学部附属中等教育

学校一帯の安全性の向上を図るため、防火地域に指定されている地区南西エリアにおいては、避難道路の整備とともに、建て替えに

あわせて耐火建築物等を誘導し不燃化を促進する。

１ 近隣商業地区Ａ

商業、業務と住宅との調和がとれた快適な近隣商業地区として土地の高度利用を図る。補助６２号（方南通り）及び補助６３号

（本郷通り）沿道は、拡幅整備に伴う歩道空間の確保や、無電柱化、植栽帯の設置を推進する。また、柳通り沿道は、中野新橋

駅周辺へとつながるふれあい道路として、地域とふれあう商店や住商併用建物等の立地を促進する。

２ 近隣商業地区Ｂ

商業、業務と住宅との調和がとれた快適な近隣商業地区とする。川島通り沿道等の商店街は地区住民の日常を支える身近な商店

街として育成し、まちの賑わいやコミュニティ形成等の取り組みを促進する。

３ 住宅地区Ａ

戸建て住宅と集合住宅を主体とした中低層住宅と、中小規模な店舗・事務所等が複合する住宅地区とする。行き止まり道路や接

道不良敷地が集中する街区においては、共同化等による建て替えにあわせた居住環境の改善を図る。

４ 住宅地区Ｂ

戸建て住宅と集合住宅を主体とした中低層住宅と、一定の店舗等が複合する住宅地区とする。行き止まり道路や接道不良敷地が

集中する街区においては、共同化等による建て替えにあわせた居住環境の改善を図る。
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地区施設の整備

の方針

地区施設の整備の方針を次のように定める。

１ 道路

避難路の確保と日常生活の利便性の向上を図るため、避難道路と区画道路を地区施設とする。

また、避難道路は、災害時の円滑な避難活動、消防活動等に資するため、無電柱化による有効幅員を確保することで、防災機能

の向上を図る。

２ 公園

地域住民が親しめる快適な憩いの場であるとともに、災害時の避難や救援活動、情報収集の拠点となる公園を地区施設とする。

建築物等の整備

の方針

地区計画の目標を踏まえ、建築物等の整備の方針を次のように定める。

１ 良好な商店街の形成及び住宅地の環境を保護するため、建築物等の用途の制限を定める。

２ 敷地の細分化を防止し、住宅地としての良好な居住環境を形成するため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。

３ 建築物の建て詰まりを防止し、ゆとりある居住環境を形成するため、壁面の位置の制限を定める。

４ 調和のとれた落ち着きのある街並みを創出するため、建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。

５ 災害時に倒壊の危険性のあるブロック塀等を制限するとともに、潤いのある街並みを形成するため、垣又はさくの構造の制限を

定める。

地
区
整
備
計
画

位 置 中野区弥生町一丁目、弥生町二丁目、弥生町三丁目及び弥生町四丁目の各地内

面 積 約 21.5ha

地区施設の配置

及び規模

道 路

名 称 幅 員 延 長 備 考

避難道路１号 6.00ｍ 約 160ｍ 拡幅

避難道路２号 5.45ｍ 約 150ｍ 既設

避難道路３号 6.00ｍ 約 300ｍ 既設

避難道路４号 6.00ｍ 約 590ｍ 既設

避難道路５号 6.00ｍ 約 210ｍ 拡幅

避難道路６号 6.00ｍ 約 160ｍ 既設

避難道路７号 5.45ｍ 約 340ｍ 既設

避難道路８号 5.45ｍ 約 140ｍ 既設

避難道路９号※ 10.91ｍ 約 150ｍ 既設

区画道路 1号 5.00ｍ 約 38ｍ 既設

区画道路２号 5.00ｍ 約 58ｍ 既設

公 園

名 称 規 模 備 考

公園１号 約 1,330 ㎡ 既設（川島公園）

公園２号 約 390 ㎡ 既設（弥生こぶし公園）

公園３号 約 420 ㎡ 既設（弥生町二丁目公園）

公園４号 約 730 ㎡ 既設（ぱんだ公園）
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※は知事協議事項

「区域、地区の区分、地区施設の配置及び壁面の位置の制限については計画図表示のとおり」

〔理由〕 地区の防災性向上と居住環境の改善を図るため、地区計画を変更する。

地区の区分
名 称 近隣商業地区Ａ 近隣商業地区Ｂ 住宅地区Ａ 住宅地区Ｂ

面 積 約 4.5ha 約 2.0ha 約 3.8ha 約 11.2ha

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物等の用途の制

限※

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和

23年法律第 122 号）第 2条第 1項第 1号から第 3号及び第 5

号に掲げる風俗営業の用に供する建築物並びに同条第6項に

掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物は建築し

てはならない。

―

建築物の敷地面積の

最低限度
―

60㎡

ただし、次の各号の一に該当する土地について、その全部

を一の敷地として使用する場合は、この限りではない。

１ 地区計画の決定告示日において、建築物の敷地として現

に使用されている土地

２ 地区計画の決定告示日において、現に存する所有権その

他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地

３ 地区施設の整備に係る土地

４ その他区長が公益上やむを得ないと認めた土地

壁面の位置の制限 ―
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線ま

での距離は 50cm 以上としなければならない。

建築物等の形態又は

色彩その他意匠の制

限

建築物の屋根、外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原色を避け、街並みの形成に配慮する等周辺環境と調和したものとす

る。

垣又はさくの構造の

制限

道路に面する側の垣又はさくの構造は、生け垣又は透視可能なネットフェンス等としなければならない。

ただし、道路面から高さ 60cm 以内のブロック塀又はこれに類するもの、門柱及び門柱に接続する長さが 1ｍ20cm 以下の

ブロック塀等又は区長が認めたものはこの限りではない。

土地の利用に関する事項 緑豊かで潤いのある街並みを形成するため、地区内では積極的な緑化を推進する。



 

東京都市計画地区計画 

弥生町三丁目周辺地区地区計画 計画図１          〔中野区決定〕 

 

 

 

  
この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ず。（承認番号）3都市基交著第51号 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図（道路網図）を使用して作成したものである。ただし、計画線は、都市計画道路の計画図から転記したものである。 

無断複製を禁ず。（承認番号）3都市基街都第236号、令和3年12月14日 



東京都市計画地区計画 

弥生町三丁目周辺地区地区計画 計画図２          〔中野区決定〕 
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この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図（道路網図）を使用して作成したものである。ただし、計画線は、都市計画道路の計画図から転記したものである。 

無断複製を禁ず。（承認番号）3都市基街都第236号、令和3年12月14日 

 



弥生町三丁目周辺地区地区計画の案の概要

令和3年度 第2回中野区都市計画審議会

まちづくり推進部まちづくり事業課

令和4年(2022年)1月21日 
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補助資料



１．まちづくりの経緯

２．弥生町三丁目周辺地区地区計画の案の概要

３．スケジュール

本日の説明内容
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平成25年度

東京都より「不燃化特区」の指定（約21.3ha）

平成26年度 「弥生町三丁目周辺地区まちづくり協議会」設立

１．まちづくりの経緯

平成28年度 まちづくり協議会より「まちづくり提案書」を区へ提出

「弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業計画」策定

避難道路５号・６号（公共整備型）工事着手

平成24年度 「弥生町三丁目周辺地区まちづくりの会」発足

都営川島町アパート跡地の土地区画整理事業の認可

3

都営川島町アパート跡地の土地区画整理事業の完了

避難道路５号・６号（公共整備型）の供用開始

川島公園の開園

「弥生町三丁目地区地区計画（現行地区計画）」の決定

平成30年度



１．まちづくりの経緯

令和2年度 避難道路１号（公共整備型）の用地買収完了

4

令和３年度

10月「弥生町三丁目周辺地区地区計画原案」の地元説明会開催
　

　・日時：10/10(日)午前･午後、10/15(金)夜の計3回

　・場所：弥生区民活動センター

　・参加状況：新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染拡大防止のため事前申込み制とし13名の方々が出席

　　　　　　　会場に来られない方に対し区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで説明会資料を掲載し約８００件の閲覧

12月「弥生町三丁目周辺地区地区計画原案」の公告・縦覧
　

　・公告･縦覧期間：12/14～12/28（2週間公衆の縦覧）

　・意見書提出期間：～1/4

　・縦覧等の結果：閲覧者3名、意見書提出者0名

　

10月「弥生町三丁目周辺地区地区計画原案」の議会報告

７月「弥生町三丁目地区地区計画の変更概要」の議会報告

12月「弥生町三丁目周辺地区地区計画原案の縦覧開始」の議会報告



①避難道路ネットワーク等の整備

• 道路の新設や拡幅整備

②都営川島町アパート跡地の活用

• 区画道路、代替地の整備

③建物不燃化促進

• 建替え補助の導入

④防災まちづくりルールの確立

• 地区計画の導入

１．まちづくりの経緯　防災まちづくり事業計画（平成25年度策定）

　目標：令和７年度までに地区全体の不燃領域率70％

• 行き止まり道路の解消

• 避難道路、新設公園の整備

• 接道不良敷地の解消N

避難道路ネットワーク

1号

2号

3号
4号

5号

6号

7号
8号 9号

5

方南通
り

柳
通
り

公共整備型

建替連動型

現道

本郷通り



１．まちづくりの経緯　現行地区計画

弥生町三丁目地区
地区計画
（面積　約0.5ha）

地区施設
 ○区画道路１号
 ○区画道路２号
 ○公園１号

建築物等に関する事項
 ○壁面の位置の制限
 ○建築物等の形態又 

は色彩その他意匠
の制限

 ○垣又はさくの構造
の制限

土地の利用に関する事項
 ○緑化の推進

区画道路１号

区画道路２号

公園１号

6



２．　　　　　　　　　　　（参考）まちづくり提案書

① 避難道路の整備・位置づけ

避難道路（公共整備型）の早期完成の期待
避難道路８号は現道幅員が狭く、沿道地権者の負担を懸念

〇まちづくり提案書の地区計画に関する主な内容

② 倒壊のおそれがある沿道のブロック塀などの規制（沿道の垣・
さくの制限）　　　　　　　　　　　　

③ 健全な住環境保全のための建物用途の制限（風営法関連施設の
制限）

④ 継続的かつ着実に防災まちづくりを進めるための地区計画導入

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要

7



２．　　　　　　　　　　　地区計画の名称と区域

名称：弥生町三丁目周辺地区地区計画（区域面積：21.5ha）

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要

8

道
路
東
側
端



２．　　　　　　　　　　　地区計画の目標

　弥生町三丁目周辺地区は、中野区の南端に位置し、
中野新橋駅に近く、都心への利便性が高い住宅地と
して発展してきた。戸建て住宅と木造アパートが混
在した高密度な街区が多く、道路や公園等の都市基
盤も脆弱なため、東京都の「防災都市づくり推進計
画」では重点整備地域に指定されており、東京都不
燃化推進特定整備地区にも指定されている。

　本計画は、避難道路ネットワーク等の整備や、老
朽建築物の建て替え等による不燃化を促進し、災害
に強く安全で誰もが安心して快適に住み続けられる
まちの実現を目標とする。

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要

9



２．　　　　　　　　　　　（参考）用途地域

〇近隣商業地域（容積率：400％）

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要

10



２．　　　　　　　　　　　（参考）用途地域

〇近隣商業地域（容積率：300％）

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要
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２．　　　　　　　　　　　（参考）用途地域

〇第１種住居地域（容積率：200％）

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要
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２．　　　　　　　　　　　（参考）用途地域

〇第１種中高層住居専用地域（容積率：200％）

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要
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２．　　　　　　　　　　　土地利用の方針

〇地区区分と土地利用の方針

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要
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２．　　　　　　　　　　　土地利用の方針

〇延焼遮断帯の機能を強化

方南通りと本郷通り
の沿道において、延
焼遮断帯としての機
能を強化

防火地域に指定され
ている地区南西エリ
アにおいて、避難道
路の整備とともに、
建て替えにあわせて
耐火建築物等を誘導
し、不燃化を促進

東京大学教育学部附属中等
教育学校（広域避難場所）

本郷通り

方南通
り

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要

：防火地域

：延焼遮断帯

凡　例

：広域避難場所
15
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２．　　　　　　　　　　　土地利用の方針

〇近隣商業地区Ａ

商業、業務と住宅と
の調和がとれた快適
な近隣商業地区とし
て、土地の高度利用

方南通りと本郷通り
の沿道では、拡幅整
備に伴う歩道空間の
確保や、無電柱化、
植栽帯の設置を推進

柳通りの沿道では、
中野新橋駅周辺へと
つながるふれあい道
路として、地域とふ
れあう商店や住商併
用建物等の立地を促
進

住宅地区Ａ

住宅地区B

住宅地区B

近隣商業地区B

近隣商業地区Ａ

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要
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２．　　　　　　　　　　　土地利用の方針

〇近隣商業地区Ｂ

住宅地区Ａ

住宅地区B

住宅地区B

近隣商業地区B

近隣商業地区Ａ

商業、業務と住宅と
の調和がとれた快適
な近隣商業地区

川島通り沿道等の商
店街については、地
区住民の日常を支え
る身近な商店街とし
て育成し、まちの賑
わいやコミュニティ
形成等の取り組みを
促進

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要
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２．　　　　　　　　　　　土地利用の方針

〇住宅地区Ａ

住宅地区Ａ

住宅地区B

住宅地区B

近隣商業地区B

近隣商業地区Ａ

戸建て住宅と集合住
宅を主体とした中低
層住宅と、中小規模
な店舗・事務所等が
複合する住宅地区

行き止まり道路や接
道不良敷地が集中す
る街区においては、
共同化等により建て
替えにあわせて居住
環境を改善

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要
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２．　　　　　　　　　　　土地利用の方針

〇住宅地区Ｂ

住宅地区Ａ

住宅地区B

住宅地区B

近隣商業地区B

近隣商業地区Ａ

戸建て住宅と集合住
宅を主体とした中低
層住宅と、一定の店
舗等が複合する住宅
地区

行き止まり道路や接
道不良敷地が集中す
る街区においては、
共同化等により建て
替えにあわせて居住
環境を改善

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要
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２．　　　　　　　　　　　地区施設の整備方針

１　道路

避難路の確保と日常生活の利便性の向上を図るた
め、避難道路と区画道路を地区施設とする。

また、避難道路は、災害時の円滑な避難活動、消
防活動等に資するため、無電柱化による有効幅員
を確保することで、防災機能の向上を図る。

２　公園

地域住民が親しめる快適な憩いの場であるととも
に、災害時の避難や救援活動、情報収集の拠点と
なる公園を地区施設とする。

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要
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２．　　　　　　　　　　　地区施設の配置及び規模

※まちづくり提案内容を考慮し、避難道路8号の位置を決定

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要

21
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計画時の避難道路８号

決定される避難道路８号



２．　　　　　　　　　　　地区施設の配置及び規模

〇道路

名称 整備状況 計画幅員 延長

避難道路１号 拡幅　 幅員６．００ｍ 約１６０ｍ

避難道路２号 既設　 幅員５．４５ｍ※ 約１５０ｍ

避難道路３号 既設 幅員６．００ｍ 約３００ｍ

避難道路４号 既設　 幅員６．００ｍ 約５９０ｍ

避難道路５号 拡幅 幅員６．００ｍ 約２１０ｍ

避難道路６号 既設 幅員６．００ｍ 約１６０ｍ

避難道路７号 既設　 幅員５．４５ｍ※ 約３４０ｍ

避難道路８号 既設　 幅員５．４５ｍ※ 約１４０ｍ

避難道路９号 既設 幅員１０．９１ｍ 約１５０ｍ

区画道路１号 既設 幅員５．００ｍ 約　３８ｍ

区画道路２号 既設 幅員５．００ｍ 約　５８ｍ

※無電柱化により有効幅員を確保

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要
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２．　　　　　　　　　　　（参考）地区施設の配置及び規模

電柱は道路境界から道路内に70㎝程

度占有しており、道路構造物の干渉
によっては1ｍ以上占有している

ケースも見受けられる。

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要

23

〇無電柱化とは 有効幅員
の拡大

有効幅員
の減少

電柱による
影響範囲

一般道路　　　　   無電柱化道路

電柱

人や車は電柱を回避し蛇行して通行
するため、電柱の前後を含め占有幅
以上に有効幅員が狭くなる。

無電柱化により有効幅員の確保が期
待でき、一般に拡幅整備と比較して
短期間での実施が可能である。



２．　　　　　　　　　　　地区施設の配置及び規模

〇公園

名称 整備状況 面積 公園名称

公園１号 既設 約１，３３０㎡ 川島公園

公園２号 既設 約３９０㎡ 弥生こぶし公園

公園３号 既設 約４２０㎡ 弥生町二丁目公園

公園４号 既設 約７３０㎡ ぱんだ公園

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要
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２．　　　　　　　　　　　建築物等に関する事項①

〇建築物の用途の制限（近隣商業地区Ａ・Ｂ）

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２
条第1項第1号から第３号及び第５号に掲げる風俗営業の
用に供する建築物並びに同条第６項に掲げる店舗型性風
俗特殊営業の用に供する建築物は、建築してはならない。

近隣商業地区A・Bで
・キャバレー、キャバクラ、ナイトク
ラブ
・射幸心をそそるゲームセンター
・性風俗店
等の建築を制限

良好な商店街の形成
住宅地の環境の保護

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要
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２．　　　　　　　　　　　建築物等に関する事項②

〇建築物の敷地面積の最低限度（住宅地区Ａ・Ｂ）

６０㎡とする。

ただし、次の各号の一に該当する土地については、その
全部を一の敷地として使用する場合は、この限りではな
い。

１　地区計画の決定告示日において、建築物の敷地とし
て現に使用されている土地

２　地区計画の決定告示日において、現に存する所有権
その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する
土地

３　地区施設の整備に係る土地

４　その他区長が公益上やむを得ないと認めた土地

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要
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建て詰まりの防止
ゆとりある居住環
境の形成

50cm以上 50cm以上

２．　　　　　　　　　　　建築物等に関する事項③

〇壁面の位置の制限（住宅地区Ａ・Ｂ）

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、隣地境界線ま
での距離は５０ｃｍ以上でなければならない。

隣地境界線から
５０ｃｍ以上離す

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要
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２．　　　　　　　　　　　建築物等に関する事項④

建築物の屋根、外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原色を
避け、周辺環境と調和したものとする。

建物の外壁・屋根の色
彩（原色）の制限

落ち着きのある街並みの創出

〇建築物の形態又は色彩その他意匠の制限（地区全体）

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要
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２．　　　　　　　　　　　建築物等に関する事項⑤

〇垣又はさくの構造の制限（地区全体）

道路に面する側の垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能
なネットフェンス等としなければならない。

ただし、道路面から高さ６０ｃｍ以内のブロック塀又はこ
れに類するもの、門柱及び門柱に接続する長さが１ｍ２０
ｃｍ以下のブロック塀等又は区長が認めたものはこの限り
ではない。

生垣又は透視可能なネッ
トフェンスとする

・倒壊危険性のあるブロック塀
等の制限

・潤いある街並みの形成

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要
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２．　　　　　　　　　　　土地の利用に関する事項

〇土地の利用に関する事項（地区全体）

積極的な緑化を推進する

緑豊かで潤いある街並みを形成するため、地区内では積極
的な緑化を推進する。

弥生町三丁目周辺地区地区計画の
案の概要
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